
事例⑤ 多額の利益があるにも関わらず申告を行っていなかった事案

【事案の概要】

 調査対象者は70代の給与所得者。一般販売前に購入した暗号資産を売却することで多額の利益（単年約1千万
円）を得ており、過去に会社経営を行っていたこと等からも売却益の申告義務を十分認識していたにもかかわら
ず、無申告。

【問題点】

 個人については、暗号資産の売買から得た雑所得(業務以外)のように、記帳義務や書類保存義務がない所得もあ
り、無申告に対する重加算税賦課が更に困難な場合も存在。

①暗号資産を紹介

⑤換金・送金

②100万円分購入

③上場により1,000万円
の利益が出たため売却指示

販売所・取引所

調査対象者

紹介者

④売却手続

（過去に会社経営）

遠隔地の
銀行口座(実名)
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３ 適正な記帳を推進するための周知
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【記帳説明会等の実施】

 国税庁では、記帳水準の向上の観点から、「記帳説明会・決算説明会」や、個々の納税者の記帳レベルに応じた指導を行う

「記帳指導（外部委託）」を実施。

 「記帳説明会・決算説明会」では、「記帳・帳簿等の保存制度の概要」、「記帳方法」、「棚卸の仕方や減価償却の方法」な

どについて説明。

 「記帳指導（外部委託）」では、委託先（※）が、「記帳の仕方」、「決算の方法」、「e-Taxによる申告方法」などの指導を

1人当たり4～5回程度実施。

※ 委託先は、青色申告会や税理士。青色申告会では、上記のほか、「複式簿記やパソコン会計の研修（青色学校）の

開催」、「複式簿記やパソコン会計での日々の記帳で仕訳が不明な時などの個別指導」、「決算と確定申告の指導・相

談前の記帳確認会の開催」などの独自の記帳水準向上施策を実施。

国税庁における記帳水準の向上に関する施策等

【YouTube動画の配信】

 国税庁では、記帳水準の向上の観点から、
YouTube「国税庁動画チャンネル」において、
次の動画を配信。

• 記帳のしかた（概要編）

• 記帳のしかた（白色申告編）

• 記帳のしかた（青色申告編）

• 記帳のしかた（消費税編）

• 決算のしかた（青色申告編）

• 決算のしかた（白色申告編）
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